
２０１６年２月１日   No.６６                                             発行責任者 鵜島 一広 
かべしんぶん・かべしんぶん・かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん・かべしんぶん・かべしんぶん・かべしんぶん・かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶんかべしんぶんかべしん 

んぶん・かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん・かべしんぶん・かべしんぶん・かべしんぶん・かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん･かべしんぶん・かべしんぶんかべしんぶんかべしんぶんか 

 

 

  

銀座支部・大橋さんの再雇用不採用が東京地裁で断罪され、職場復帰を勝ち取り

ましたが、その後も裁判で期間雇用社員の「雇止め無効」の勝利判決がつづいています。

いま、期間雇用社員をモノのように使い捨てる日本郵便の雇用モラルが問われています。 

千葉・中央局の期間雇用社員は、職場での暴行を理由に停職２か

月の処分を受けたうえで、さらに 2013 年に雇止めとなったことは、

「正社員では解雇されないが非正規社員であることで解雇されたの

は不当」と千葉地裁に提訴していました。千葉地裁は「雇止め無効」

と判断しました。 

しかし、会社が控訴。高裁の勧告で和解協議をつづけてきました

が、2015 年 12 月 22 日、会社との和解が成立し原告・吉村君は１月

１８日から職場復帰しました。 

和解では、職場復帰とともに、会社は、「停職２か月」の処分を「減

給」に修正し、雇止めとなった 2013年 10月から 2015年 12月 31日

までの賃金を支払うことで合意しました。 

今年の 1月 19日、横浜地裁は、横浜・青葉局で働く女性の

期間雇用社員の「雇止め無効、未払い分の賃金支払い」を命

じました。この事件は、主に組み立て作業をしていた期間雇

用社員に対し、「集配システム見直しにより組み立て作業を

廃止する」として 2013年 10月に雇止めとなったものです。

裁判では、人員削 

減の合理的理由が 

ない、雇止め回避 

努力を怠ったと雇 

止め無効を言い渡 

しました。 

組合は、ただち 

に会社に対し上告 

しないよう申し入 

れました。 
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